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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吊元側門柱と、吊元側門柱に水平回動自在に連結した伸縮扉と、地面に埋設したガイド
レールとを備え、伸縮扉は、上下動することでガイドレールに係脱自在なガイド部材を戸
先側先端部と中間部とに有すると共に、吊元側に戸先側に向けて突出するアームを有し、
伸縮扉を収縮させたときに、吊元側に移動してきたガイド部材がアームと係合して上方に
移動し、ガイド部材がガイドレールから離脱することを特徴とする伸縮門扉。
【請求項２】
　吊元側門柱と、吊元側門柱に水平回動自在に連結した伸縮扉と、地面に埋設したガイド
レールとを備え、伸縮扉は、上下動することでガイドレールに係脱自在なガイド部材を有
すると共に、吊元側に戸先側に向けて突出するアームを有し、ガイドレールは、門扉の走
行をガイドするものであり、伸縮扉を収縮させたときに、吊元側に移動してきたガイド部
材がアームと係合して上方に移動し、ガイド部材がガイドレールから離脱することを特徴
とする伸縮門扉。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伸縮門扉に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来の伸縮門扉として、非特許文献１に示すように、地面にガイドレールを埋設し、伸
縮扉の下部に設けたガイドピンをガイドレールに係合して、伸縮扉の直進性を良くしたも
のがある。このような伸縮門扉は、ガイドレールが人や車の通行の障害にならない利点が
あるが、ガイドピンが地面より低い位置まで突出する状態で伸縮扉に固定してあるため、
収縮させた伸縮扉を門柱に対して水平回動させるいわゆる回転収納が行えず、全開時でも
伸縮扉の収縮時の幅分だけ門柱間の間口が狭くなる不都合がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】三協立山アルミ株式会社発行のカタログ「エクステリア　総合カタログ
」（カタログＮｏ．ＳＴＸ０５８０Ａ　Ｓ．１１．０２－１５００）、第１版、２００１
１年２月、ｐ．９５６－９５８（フラットレールタイプ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は以上に述べた実情に鑑み、ガイドレールが人や車の通行の障害にならず、且つ
収縮させた伸縮扉を回転収納できる伸縮門扉の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を達成するために請求項１記載の発明による伸縮門扉は、吊元側門柱と、吊
元側門柱に水平回動自在に連結した伸縮扉と、地面に埋設したガイドレールとを備え、伸
縮扉は、上下動することでガイドレールに係脱自在なガイド部材を戸先側先端部と中間部
とに有すると共に、吊元側に戸先側に向けて突出するアームを有し、伸縮扉を収縮させた
ときに、吊元側に移動してきたガイド部材がアームと係合して上方に移動し、ガイド部材
がガイドレールから離脱することを特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の発明による伸縮門扉は、吊元側門柱と、吊元側門柱に水平回動自在に連
結した伸縮扉と、地面に埋設したガイドレールとを備え、伸縮扉は、上下動することでガ
イドレールに係脱自在なガイド部材を有すると共に、吊元側に戸先側に向けて突出するア
ームを有し、ガイドレールは、門扉の走行をガイドするものであり、伸縮扉を収縮させた
ときに、吊元側に移動してきたガイド部材がアームと係合して上方に移動し、ガイド部材
がガイドレールから離脱することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１記載の発明による伸縮門扉は、ガイドレールが地面に埋設してあるため、ガイ
ドレールが人や車の通行の障害になるのを防ぐことができ、伸縮扉は吊元側に戸先側に向
けて突出するアームを有しており、伸縮扉を収縮させると吊元側に移動してきたガイド部
材がアームと係合して上方に移動し、ガイド部材がガイドレールから離脱するため、収縮
させた伸縮扉を水平回動させて邪魔にならない位置に移動できる。ガイド部材を吊元側に
設けたアームと係合させることで、伸縮扉を収縮したときにガイド部材をガイドレールか
ら離脱した状態で安定して保持でき、また、伸縮扉の伸縮に伴って吊元側の所定の位置で
ガイド部材を安定してガイドレールに係脱させることができる。ガイド部材は伸縮扉の戸
先側先端部と中間部とに設けてあり、アームは吊元側に戸先側に向けて突出して設けてあ
ることで、伸縮扉が完全に収縮したときにアームが伸縮扉の吊元側から戸先側先端部まで
全長にわたって貫通するので、収縮した伸縮扉を水平回動するときに伸縮門扉が湾曲した
りばたついたりするのを防止できる。
【０００８】
　請求項２記載の発明による伸縮門扉は、ガイドレールが地面に埋設してあるため、ガイ
ドレールが人や車の通行の障害になるのを防ぐことができ、伸縮扉は吊元側に戸先側に向
けて突出するアームを有しており、伸縮扉を収縮させると吊元側に移動してきたガイド部
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材がアームと係合して上方に移動し、ガイド部材がガイドレールから離脱するため、収縮
させた伸縮扉を水平回動させて邪魔にならない位置に移動できる。ガイド部材を吊元側に
設けたアームと係合させることで、伸縮扉を収縮したときにガイド部材をガイドレールか
ら離脱した状態で安定して保持でき、また、伸縮扉の伸縮に伴って吊元側の所定の位置で
ガイド部材を安定してガイドレールに係脱させることができる。ガイドレールが門扉の走
行をガイドするため、直進性が良く、開閉がスムーズである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】（ａ）は本発明の伸縮門扉の一実施形態を示す平面図であり、（ｂ）は同伸縮門
扉の正面図である。
【図２】（ａ）は同伸縮門扉の伸縮扉を収縮した状態の平面図であり、（ｂ）は同正面図
である。
【図３】同伸縮門扉の吊元側の下部を拡大して示す正面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ断面図である。
【図５】（ａ）はガイド部材が取付けられた格子体の下部を拡大して示す正面図であり、
（ｂ）はその側面図である。
【図６】伸縮扉を収縮させたときに、吊元側に移動してきたガイド部材がアームと係合し
てガイドレールから離脱する様子を示す縦断面図である。
【図７】ガイド部材がアームと係合してガイドレールから離脱した状態を示す側面図であ
る。
【図８】（ａ）はガイドレールの平面図であり、（ｂ）はガイドレールの正面図である。
【図９】（ａ）は図８のＢ－Ｂ断面図、（ｂ）は図８のＣ－Ｃ断面図、（ｃ）は図８のＤ
－Ｄ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１～５は、本発明の伸縮門扉
の一実施形態を示している。本伸縮門扉は、住宅の敷地と道路の境界に設けられるもので
あって、図１に示すように、地面Ｇに立設した戸先側門柱１ａ及び吊元側門柱１ｂと、門
柱１ａ，１ｂ間の間口を開閉する伸縮扉２と、門柱１ａ，１ｂ間の全長に亘って地面Ｇに
埋設したガイドレール３とを備える。
【００１１】
　伸縮扉２は、図１に示すように、戸先側框８ａ及び吊元側框８ｂと、両框８ａ，８ｂ間
に配置した複数の格子体９，９，…とをパンタグラフ状のリンク１０により連結し、伸縮
自在に構成してある。戸先側框８ａの下部と中間の格子体９の下部には、ガイドレール３
に係合するガイド部材４と、自在キャスター１１が設けてある。戸先側框８ａには伸縮扉
２を開閉操作するための引き手１２と、戸先側門柱１ａに係脱する錠（図示省略）を設け
てある。吊元側框８ｂは、ヒンジ１３により吊元側門柱１ｂに水平回動自在に連結してあ
る。
【００１２】
　ガイド部材４が取付く格子体９は、図５に示すように、前後の格子７ａ，７ｂの下端部
に連結してガイドピン受け１８とアーム受け１９とが設けてあり、ガイドピン受け１８と
アーム受け１９の中心に挿通してガイドピン軸２０が昇降可能に設けてあり、ガイドピン
軸２０の下端部にガイドレール３と係合するガイドピン５が垂直軸回りに回転自在に設け
てある。ガイドピン軸２０の中間部には、前後方向にのびるガイドバー２１が取付けてあ
る。伸縮扉２が伸長した状態では、ガイドピン軸２０は自重で下に下がり、ガイドバー２
１を取付けているナットがストッパー２２に当接して、ガイドピン５がガイドレール３の
溝１６内に挿入された一定の高さに保持されている。戸先側框８ａの下端部にも、同じよ
うにガイド部材４が設けてある。
【００１３】
　図３，４に示すように、吊元側框８ｂの下端部にはアーム取付板２３が設けてあり、ア
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ーム取付板２３に戸先側に向けて２本のアーム２４，２４が前後方向に間隔をおいて水平
に取付けてある。アーム２４の先端部には、先端が尖った形に上下面及び側面が斜めに面
取りされた樹脂製のキャップ２５が取付けてある。吊元側框８ｂの隣の格子体９の下端部
には、アーム補助枠２６が設けてあり、アーム補助枠２６にアーム２４を挿通することで
、アーム２４の傾きやたわみを規制している。アーム２４は、図２に示すように、伸縮扉
２を最も収縮させたときに先端のキャップ２５が戸先側框８ａから突出する長さで設けて
ある。
【００１４】
　ガイドレール３は、図８，９に示すように、伸長した伸縮扉２と略同じ長さを有し、上
面が地面Ｇと同一高さとなるように地面Ｇに埋設され、両端部が連結具１４を介して戸先
側門柱１ａと吊元側門柱１ｂに固定してある。ガイドレール３は、メインレール３ａと吊
元側端部レール３ｂとを連結金具１５により連結してあり、吊元側端部レール３ｂの長さ
は、図２に示すように、アーム２４の先端よりも数センチ程度戸先側までのびた長さとな
っている。メインレール３ａは、図５（ｂ）と図９（ａ）に示すように、ガイド部材４に
設けてあるガイドピン５が走行する溝１６の上部に内側に突出した抜け止め部６を有し、
吊元側端部レール３ｂは、図９（ｃ）に示すように、抜け止め部６を切除して無くしてあ
る。メインレール３ａと吊元側端部レール３ｂとの繋ぎ部分には、図８に示すように、抜
け止め部６がハの字形に形成されたガイド部品１７を設けてある。
【００１５】
　本伸縮門扉は、人や車の出入りのため、引き手１２を持って伸縮扉２を収縮させてゆく
と、図６（ａ）に示すように、ガイド部材４がアーム２４の先端まで吊元側に移動したと
ころで、ガイドバー２１がアーム２４先端部のキャップ２５の傾斜面２５ａに当接しなが
ら押上げられ、それに伴ってガイドピン軸２０及びガイドピン５が上昇する。ガイドレー
ル３の吊元側端部レール３ｂは抜け止め部６を無くしてあるので、この範囲ではガイドピ
ン５の上昇が制限されず、図６（ｂ）に示すように、ガイド部材４がさらに吊元側に移動
してガイドバー２１がアーム２４本体に乗り上げると、ガイドピン５がガイドレール３の
上方に離脱する。このとき、図７に示すように、２本のアーム２４，２４がアーム受け１
９内に挿通され、アーム２４，２４上にガイドバー２１の前後両側が支持されている。図
２に示すように、伸縮扉２を完全に収縮させると、戸先側框８ａ下部のガイドピン５もガ
イドレール３から抜けるので、図２（ａ）に二点鎖線で示すように伸縮扉２をヒンジ１３
を介して水平回動させることができ、これにより門柱１ａ，１ｂ間の間口をすっきり開け
ることができる。
　伸縮扉２を伸長させたときには、ガイド部材４が戸先側に移動してガイドバー２１がア
ーム２４から離れるのに伴い、ガイドピン５が自重で下降してガイドレール３と係合する
。
【００１６】
　以上に述べたように本伸縮門扉は、伸縮扉２を収縮させたときに、吊元側に移動したガ
イド部材４のガイドバー２１が吊元側框８ｂに設けたアーム２４と係合することで、ガイ
ド部材４のガイドピン５がガイドレール３から自動的に抜けるので、収縮させた伸縮扉２
をそのまま回転収納でき、使い勝手が非常に良い。ガイド部材４を吊元側框８ｂに設けた
アーム２４と係合させることで、伸縮扉２を収縮したときにガイドピン５をガイドレール
３から離脱した状態で安定して保持でき、また、伸縮扉２の伸縮に伴って吊元側の所定の
位置でガイドピン５を安定してガイドレール３に係脱させることができる。さらに、伸縮
扉２の収縮時にアーム２４がガイド部材４のアーム受け１９に挿通されていることで、伸
縮扉２を水平回動する際に伸縮扉２が湾曲したりばたついたりするのを防止できる。さら
に本伸縮門扉は、ガイドレール３が地面Ｇから突出しないように地面Ｇに埋設してあるた
め、ガイドレール３が人や車の通行の障害にならず、ガイドレール３は伸長した伸縮扉２
と略同じ長さを有し、門柱１ａ，１ｂ間の間口の全長に亘って設けてあり、メインレール
３ａにガイドピン５の離脱を制限する抜け止め部６を有しているので、伸縮扉２をガイド
レール３に沿ってまっすぐにスムーズに伸縮させられるばかりか、伸縮扉２を伸張して門
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倒を防止できる。ガイドピン５は、伸縮扉２の見込方向中央部に設けてあるので、伸縮扉
２の走行安定性が良い。ガイドレール３は、戸先側及び吊元側門柱１ａ，１ｂの根元に連
結して設けたので、ガイドレール３を門柱１ａ，１ｂ間にまっすぐ設置するのが容易であ
り、ガイドレール３の設置がしやすい。
【００１７】
　本発明は以上に述べた実施形態に限定されない。ガイド部材４に、ガイドピン５を下向
きに付勢するバネを組み込んでもよい。ガイドレール３は、伸縮扉２を伸長した状態で戸
先側のガイドピン５よりも戸先側の部分（図１のＡの部分）が無いものであってもよいし
、吊元側端部が無いものであってもよい。またガイドレール３は、ガイドピン５がガイド
レール３と係脱するアーム２４の先端部付近（図２のＢの部分）だけ抜け止め部６を無く
したものでもよいし、全長に亘って抜け止め部６を有しないものであってもよい。アーム
２４は、吊元側框８ｂではなく、中間のガイド部材４よりも吊元側の格子体９の下部に取
付けてあってもよい。アーム２４の先端部に傾斜面２５ａを設ける代わりに、ガイド部材
４側に吊元側に向かって上り勾配の傾斜面を設けてあってもよい。またガイドレール３は
、地面Ｇより若干飛び出た状態で地面Ｇに埋設したものでもよい。伸縮扉２自体の構成は
任意である。本発明は、実施形態のような片開きの伸縮門扉以外に、両方の門柱１ａ，１
ｂにそれぞれ伸縮扉２を水平回動自在に連結した両開きの伸縮門扉や、角地用の伸縮門扉
のように、戸先側門柱を有しないものにも適用できる。
【符号の説明】
【００１８】
　１ａ　戸先側門柱
　１ｂ　吊元側門柱
　２　伸縮扉
　３　ガイドレール
　４　ガイド部材
　５　ガイドピン
　２４　アーム
　Ｇ　地面　
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